
電子入札システム応札者説明会（７月２５日、７月２６日）に係る質問に対する回答書 

 

 

区分 質問内容 回答 

物品・役務 ①今回の電子システムはすべて通

知書が発行される指名入札のため、

参加申請はないという理解でよろ

しいでしょうか？ 

 

②通知書が発行された案件に関し

て、何か通知やアナウンスはあるの

でしょうか？ 通知が来ていたこと

に気づかず、案件を見落としていた

場合はどのようになるのでしょう

か？ 

 

③通知が来ているものに対して応

札できない場合は、辞退の申請をさ

せていただいたら良いでしょう

か？以上 3 点ご回答のほどよろし

くお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ご認識のとおりです。 

 

 

 

 

②指名通知を発行した際、「利用者登録」時に登録し

たメールアドレスにメールが自動送信されます。ま

た、通知を見落とされた場合については、「無効」と

して取り扱いさせていただきますので、予めご了承

ください。 

 

 

③ご認識のとおりです。 

 


